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入 札 説 明 書 

 この入札説明書は、公益財団法人千葉県産業振興センター財務規程、その他の法令に定めるも

の、本件調達に係る入札公告のほか、公益財団法人千葉県産業振興センターが発注する調達（物

品の購入又は製造、印刷の請負（建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れに係る契約を

除く。））契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）が熟知

し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 

 

１ 入札に付する事項 

  購入等件名 東葛テクノプラザ管理運営費 業務用パソコンの賃貸借 

  数   量 １５台（ノートパソコン） 

 別添入札公告の写し及び仕様書のとおりとする。 

 

２ 入札参加者に必要な事項 

  本入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 

（１）次の各号に該当しない者であること。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本入札日前６か

月以内に手形若しくは小切手を不渡りした者 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所

からの更生手続開始決定がされていない者 

ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所

からの再生手続開始決定がされていない者 

（２）この公告の日から開札日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準（昭

和５７年１２月１日制定）に基づく指名停止措置及び物品調達等の契約に係る暴力団等排

除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 

（３）この公告の日から開札日までの間に、千葉県物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札

参加者の資格審査等取扱要領に基づく競争入札に参加できないとされる期間が含まれない

こと。 

（４）開札日前３年以内に公益財団法人千葉県産業振興センターにおける入札及び契約の履行に

当たり、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人を含め、下記に該当する行為を行

っていないこと。 

  ① 契約の履行における故意に工事若しくは製造を粗雑にする行為、又は物件の品質若しく

は数量に関する不正行為 

  ② 競争入札又はせり売りにおける、その公正な執行を妨げる行為又は公正な価格の成立を

害し、若しくは不正の利益を得るために連合する行為 

 ③ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げる行為 

④ 公益財団法人千葉県産業振興センター職員が、契約の適正な履行を確保するため又はそ

の受ける給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において

行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。）をするために行う監
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督又は検査の執行を妨げる行為 

  ⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しない行為 

 ⑥ 一般競争入札又は指名競争入札において落札しながら、正当な理由がなくて契約を締結

しない行為 

⑦ 低入札価格調査において、虚偽の低入札価格調査報告書等の提出又は虚偽の説明をする

行為 

⑧ この号（⑧を除く）の規定により入札参加資格を制限されている者を契約の締結又は契

約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用する行為 

（５）千葉県内に本社又は事務所を有する者であること 

（６）営業に関し許可又は許可等を必要とする場合において、これらを受けている者 

（７）入札仕様書に示す仕様に合致する品を取り扱う者で、当該物品について同種の実績を有す

る者 

 

３ 入札者に求められる義務 

（１）入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、

一般競争入札約款第７条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書（別記第４号様

式）を入札公告に記載された期日までに持参により提出しなければならない。 

（２）入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、公益財団法人千葉県産業

振興センター理事長から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければなら

ない。 

 

４ 入札及び開札 

（１）入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書（案）を熟覧のうえ入札しなければならな

い。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求める

ことができる。 

ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

（２）現地説明会は行わないので、現地確認を希望する者は産学連携推進課まで直接申し込むこ

と。 

（３）入札参加者又はその代理人は、入札を行う場合の入札書については、別紙第１号様式によ

り作成し、入札書の受領期限までに、直接に入札書の提出場所に提出しなければならない。 

送付、電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 

（４）入札書及び入札にかかる文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額

は、日本国通貨による表示に限るものとする。 

（５）入札書の提出場所及び受領期限は、別添入札公告書写しのとおりとする。 

（６）入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければ

ならない。 

ア 購入等件名 

  イ 入札金額 

  ウ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名（法人の場合はその商
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号又は名称及び代表者の氏名）及び押印（使用印鑑届により届け出のものであって、外国

人の署名にあっても同様とする。以下同じ。） 

  エ 代理人（年間代理人及び復代理人を除く。）が入札する場合は、入札参加者本人の住所及

び氏名（法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並

びに当該代理人の氏名及び押印 

  オ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名（法人の場合は、その商

号又は名称及び代表者の氏名）、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所

及び氏名（法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名）及び押印 

  カ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名（法人の場合は、その商号

又は名称及び代表者の氏名）、年間代理人の住所及び氏名（法人の場合は、その商号又は名

称及び年間代理人の職名と氏名）、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及

び押印 

（７）紙入札による入札書は、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名（法人の場合はその商

号又は名称）及び「２月２７日開札〔東葛テクノプラザ管理運営費 業務用パソコンのリー

ス〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 

（８）紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂

正部分について押印をしておかなければならない。 

（９）入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすること

ができない。 

（１０）入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第３号様式による誓約書を提出するものとし、そ

の代理人は別紙第２号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 

    また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第３号様式による誓約書及び年間委

任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第２号様式による委任状を

併せて提出しなければならない。 

（１１）入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に

執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札

の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

（１２）入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入

場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積るものとする。 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものと

する。）をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税に

かかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の１１０分

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（１３）入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合

又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書（案）に基づき十分考慮し

て入札金額を見積るものとする。 

（１４）開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告書の写しのとおりとする。 

（１５）開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行う



4 

 

ものとする。    

（１６）入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係の

ない職員を立ち会わせてこれを行う。 

（１７）開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び（１６）

の立会い職員以外の者は入場することができない。 

（１８）入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 

（１９）入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札

場を退場することはできない。 

（２０）開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 

  ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者 

  イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者 

（２１）入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人と

なることはできない。 

（２２）開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。

なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその

代理人)が初度入札と違う場合には、（１０）に基づき誓約書等を提出しなければならない。 

  ア 再度入札は、原則として１回とする。 

  イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。 

  ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。 

    入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の

場合にあっては別に定める日時において入札をする。 

 

５ 入札保証金 

  免     除 

 

６ 無効の入札書 

  入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 

（１）入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書 

（２）購入等件名及び入札金額のない入札書 

（３）入札参加者本人の氏名（法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名）及び押印の

ない又は判然としない入札書 

（４）代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名（法人の場合は、その商号又は名称及び

代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然と

しない入札書（入札参加者本人の氏名（法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名）

又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代

理委任状その他で確認されたものを除く。） 

（５）復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名（法人の場合は、その商号又は名称及

び代表者の氏名）、年間代理人の氏名（法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職

名と氏名）、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印のない又は判然と
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しない入札書（入札参加者本人の氏名（法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名）、

年間代理人の氏名（法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名）又は復

代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが復代理

委任状その他で確認されたものを除く。） 

（６）購入等件名に重大な誤りのある入札書 

（７）入札金額の記載が不明確な入札書 

（８）入札金額の記載を訂正した入札書 

（９）誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書 

（１０）入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書 

（１１）「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、

明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書 

（１２）明らかに連合であると認められる入札書 

（１３）同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理人をした者のした入札

書 

（１４）記名、押印を欠く入札書 

（１５）所定の入札保証金を納付しない者のした入札書（免除の場合を除く。） 

（１６）その他入札に関する条件に違反した入札書 

 

７ 落札者及び落札価格の決定  

（１）有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込

みをした者を契約の相手方とする。 

（２）有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者（以下、「最低価

格入札者」という。）を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０を

加算した金額を落札価格とする。 

（３）最低価格入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者

を決定する。この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、こ

れに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

（４）落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速

やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った

入札参加者が落札者とされなかった理由（当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場

合にあっては、無効とされた理由）を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。 

   ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれ

にかえる。 

（５）落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消す

ものとする。 

 

８ 契約保証金 

  免    除 

９ 契約書の作成 
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（１）入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から７日

以内（契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで）に契約書

の取りかわしをするものとする。 

（２）契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契

約書の案に記名して押印し、さらに公益財団法人千葉県産業振興センター理事長が当該契約

書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 

（３）（２）の場合において公益財団法人千葉県産業振興センター理事長が記名して押印したとき

は、当該契約書の１通を契約の相手方に送付するものとする。 

（４） 契約書及び契約にかかる文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（５）公益財団法人千葉県産業振興センター理事長が契約の相手方とともに契約書に記名して押

印しなければ本契約は、確定しないものとする。 

 

10 契約条項 

  別添契約書（案）のとおり。 

 

11 その他必要な条件 

（１）入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用について

は、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。 

（２）本件調達に関しての照会先は、別添入札公告の写しのとおりとする。 

 

12 その他 

質疑がある場合は、令和８年２月５日（木）午後５時までとし、別紙「東葛テクノプラザ

管理運営費 業務用パソコンの賃貸借に対する質問事項」により行うこと。 

質疑に対する回答は一般競争入札参加資格確認申請者全員に令和８年２月１３日までに送

付により別途通知する。 

 

13 物品等入札参加資格審査に関する事項の照会先並びに入札・契約に関する事務を担当する主

務室の名称及び所在地 

   （郵便番号）〒２７７－０８８２           

   （所在地） 千葉県柏市柏の葉 5-4-6 東葛テクノプラザ 1F 

   （機関名） 公益財団法人千葉県産業振興センター 

         東葛テクノプラザ 事業推進課  

 （電話番号）０４－７１３３－０１３９ 
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（別紙） 

 

東葛テクノプラザ管理運営費 業務用パソコンの賃貸借に対する質問事項 

 

令和  年  月  日 

 

団体名 

担当者名 

連絡先  

電 話 

E-mail 

 

質問事項（関連する入札説明書等のページ） 

 

 

 

 

 

質問内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


